
協働推進基金助成金のあり方検討について
再配布

協働事業助成
（1）目的

民間事業者やNPO法人、任意団体等

と区との役割を分担しながら、区民

サービスの向上や業務の効率化等に

よる財政負担の軽減に取り組むこと

で、より質の高い行政サービスの

提供につなげること。

（2）対象事業

「区民サービスの向上」や「効果

的・効率的な行政サービスの提供」

等の実現につながるもの、または

「経費の削減」や「新たな歳入の

確保」等により財政の負担の軽減に

資するもの。

（3）提案者の要件

提案する事業の十分な業務遂行

能力を有しているもの。

（個人は含まない）

（4）提案評価委員

外部委員及び区職員

（5）結果の公表

提案を採用された事業について、

区公式ホームページ等で公表する。

一般事業助成

協働推進基金
民間提案制度

あり方検討の方向性

1

相互理解

2

自主・

自立性

3

対等の

関係

4

目的の

共有

協働の基本原則

5

公開性

6

関係の

見直し

◇ 協働事業助成は、平成18年度の開始以来、令和元年度までに137件の申請を受付け、

25件を採択し、外国人の子どもの不登校減少や高校進学の増加、区内文化資産の発掘等に

寄与してきました。また、前回の第9回協働支援会議で示された民間提案制度の方向性では、

協働事業助成の目的や対象としてきた事業、団体といった制度の核の部分に加え、協働の

基本原則である対等なパートナーシップ、目的の共有、公開性等が引き続き民間提案制度

においても活かされることが確認できました。

これらのことから、協働事業助成制度は今年度をもって終了とします。

◆ 一般事業助成は、平成16年度の開始以来、今年度までに208件の申請を受付け、101件を採択しま

した。団体の思いを事業化する機会を創出するとともに、助成終了後には事業規模を着実に拡大して

いく団体や新たな手法で事業展開をする団体があり、団体が行う活動を推進するための足掛かりとして

その役割を果たしてきました。

現行の制度は平成30年度からとなりますが、協働事業助成が終了するこの機会に制度のメンテナンス

を行い、令和4年度からの運用開始を目指します。メンテナンスの方向性としては、従来の目的である

「地域課題の解決による区民の福祉向上」に「NPO等の育成」を加え、これら2つの目的に基づく制度の

手法や運用について検討していきます。

（1）目的

区民の福祉向上を目的として非営利活動を行うものに対し、助成を行い、もって

協働による地域社会づくりを推進するため。

（2）対象事業

区民の福祉の向上を目的とした社会貢献活動（営利を目的とせず、不特定かつ多数

のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に行われる活動）で次の

いずれにも該当する事業。

① 特定非営利活動法人又はボランティア活動団体等の特性を活かして実施する事業。

② 区と協働で取り組むことで単独で実施するよりも効果が期待できる事業。

③ 区民の社会貢献活動の啓発に寄与する事業。

（3）対象団体

① 特定非営利活動法人

② ボランティア活動団体等の営利を目的としない団体で要件すべてに該当する団体

（規則や会則、会員名簿を備えていること、構成員が5名以上など）

（4）選定評価委員

協働支援会議委員（9名）

有識者、公募区民、社会福祉協議会職員、区職員

（5）結果の公表

助成対象事業として決定した実施団体の名称及び助成事業の内容、事業の実績・

評価を区ホームページ等で公表する。

【特色】
団体と区が協働で取り組む事業への助成制度

次のようなポイントを重視。

① 団体と区が協働して実施することで相乗効果が期待できる事業。

② 団体から提案される事業における団体と区の役割分担。

③ 団体と区がお互いの特性を活かし、共に考えながら共通の課題

に取り組む事業。

【特色】
団体が単独で実施する事業への助成制度

次のようなポイントを重視。

① 団体が持つ先駆性や専門性を発揮し、地域の課題解決のために

行う事業。

② 単年度で完結する事業。



再配布

NPO活動資金助成
H16～H29

新事業立上げ助成
H22～H29

一般事業助成
H30～ 方向性　R4～（予定）

目
的

・NPOが行なう自由で公益的な社会貢献的活動の発展と、NPOが
持つ先駆性、専門性などを活かした区民サービスの向上を図る。

・区内におけるNPO活動の底上げを図り、活動の一層の活性化
を図る。

・「協働」を推進するため、「協働推進基金」を活用し、団体が単独で実施する社会貢献活動に助成する。

目
的

・「協働推進基金」を活用し、地域課題の解決による区民の福祉向上を目的とし
た社会貢献活動へ助成するとともに、NPO等団体の事業を運営する能力を伸ばす
支援を行う。

　これまでの地域課題の解決による区民の福祉向上に加え、団体の支援にも目を
向けた助成事業であることを明記。

対
象
活
動

新宿区に登録したNPO法人が行う事業で、区民を対象とした特定
非営利活動に係る事業

新宿区に登録したNPO法人のうち以下の（１）、（２）のいず
れかを満たし、自立経営を志向しているNPO法人が行う区民を
対象とした特定非営利活動に係る事業
⑴　NPO法人設立後、５年未満の団体
⑵　新規実施から３年未満の事業について助成を希望する団体
で、直近の決算期における収益（収入）額（前年度繰越金や借
入金等を含めない経常的な収益）が500万円未満の団体

助成の対象とする活動は、区民の福祉の向上を目的とした社会貢献活動（営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進
に寄与することを目的として、自発的に行われる活動をいう。）のうち、次のいずれにも該当する事業とする。ただし、特定の政
治的活動若しくは宗教的活動に係る活動、区またはその外郭団体から当該活動に対して助成を受けている活動は対象としない。
⑴　新宿区の地域課題や社会的課題の解決を目的とした事業
⑵　特定非営利活動法人又はボランティア活動団体等の特性を活かして実施する事業
⑶　区民の社会貢献活動の啓発に寄与する事業

対
象
活
動

・変更なし。

対
象
団
体

助成金交付の対象は次のいずれかに該当する団体とする。
⑴　特定非営利活動法人
⑵　ボランティア活動団体等の営利を目的としない団体で次のいずれにも該当する団体。
　ア　組織の運営に関する規則、規約、会則等があり、会員名簿を備えていること
　イ　団体の構成員が5名以上であること
　ウ　予算・決算を適正に行っていること
　エ　団体の責任者及び事業の連絡責任者が特定できること
　オ　宗教活動や政治活動を行う団体でないこと
　カ　特定の公職（公職選挙法第3条に規定する公職をいう）にある者、若しくはその候補者、又は政党を推薦し、支持し、又は
これらに反対する活動を行う団体でないこと
　キ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう）又は暴力団若しくは暴力
団員の統制下にある団体でないこと

対
象
団
体

・地域要件（主たる事務所が区内または、代表者が区民等）の追加

　一般事業助成の対象団体は、法人格のない任意団体も認めており、対象はすで
に広い。
　地域要件は現在の対象団体の範囲を狭めることになるが、実績ではこれまでの
申請22件中（R2カウントせず）、区外の団体は1件のみ。

申
請
書
類

助成金申請書に添付する書類は次のとおりとする。
⑴　一般事業計画書（第１号様式）
⑵　一般事業収支予算書（第２号様式）
⑶　団体概要書（一般）（第３号様式）
⑷　定款、規則、会則等
⑸　役員、会員名簿等
⑹　前年度の事業内容がわかるもの（事業報告書等）
⑺　前年度の事業の収支決算がわかるもの（活動計算書等）
⑻　前年度貸借対照表又はこれに準ずるもの
⑼　今年度の事業計画がわかるもの（事業計画書等）
⑽　今年度の事業の収支予算がわかるもの（事業予算書等）
⑾　団体の活動内容がわかるもの（過去に実施したチラシ、ポスター等）

申
請
書
類

・書式の工夫

　団体からは申請書類が多くハードルが高いという声もあるが、評価するにあ
たって必要最低限の書類となっている。
　このため減らすことは困難であることから、書類のレイアウトを工夫するな
ど、書式の簡素化を図る。

募
集

期
間

助成金の交付申請期間は、別に定める。
（実施起案&手引きで明記するが、大体4/1～10日間程度） 募

集
期
間

・変更なし。
　事前相談期間は実績がなかったため、特別に期間を設けることはしない。

対
象
経
費
‣
交
付
額

助成対象事業費の2/3（上限50万円） 助成対象事業費の3/4（上限50万円） 助成金の対象経費は、別表「新宿区協働推進基金助成金対象経費算定基準」に定めるとおりとする。
２　助成金の交付額は、前項に規定する助成対象経費に助成率（助成対象経費の2/3）を乗じた額（当該額に1,000円未満の端数
が生じたときは、当該端数を切り捨てた額）とし、50万円を上限額とする。
３　前項の規定に関わらず、申請事業に対して国、都その他地方公共団体若しくはその外郭団体から補助を受けている部分を除い
た額を助成金の交付額とする。
４　助成金の対象経費は、会計年度ごとに実施した活動について、当該会計年度中に支出するものとする。
※R3は新型コロナウイルス感染症対策費を、助成上限額50万円のうち、助成率10/10で2万円までを助成。

対
象
経
費
‣
交
付
額

・変更なし
　上限50万円（助成率2/3）コロナ経費は2万まで（10/10）

　助成終了後も事業を継続するためには、助成金以外に自己資金を確保するため
の手段等をが重要。

助
成
の

制
限

「新事業立上げ助成」を含め過去に行った同一または継続性のあ
る事業についての助成は3回を限度とする。

同一または継続性のある事業についての助成は2回を限度とす
る。

同一の団体が行う事業で、その目的、対象、手法等を総合的に勘案して同一と認められるものに係る助成の回数は通算して３回を
限度とし、当該同一の事業について2回以上助成金の交付を行う場合の助成率の適用は、次のとおりとする。
　⑴　2回目　助成対象経費の1/2
　⑵　3回目　助成対象経費の1/2
※R3は新型コロナウイルス感染症対策費を、助成上限額50万円のうち、助成率10/10で2万円までを助成。

助
成
の

制
限

・変更なし（同一事業は2回目以降の助成率が1/2、3回まで）

　広く多様な団体に機会が巡るよう、助成の回数制限は必要と考える。

評
価
方
法

新宿区協働支援会議は次の方法により、交付の可否及び助成金の額について、評価を行う。
⑴　一次評価　団体が提出した申請書類の評価
⑵　二次評価　一次評価を通過した団体へのヒアリングによる評価

評
価
方
法

・従来どおり2段階評価

評
価
基
準

⑴　区民のニーズを把握し、需要があるか。
⑵　多くの区民の社会貢献活動の啓発に役立つか
⑶　事業計画及びスケジュールが実現可能であるか
⑷　事業の継続性や発展性が期待できるか
⑸　資金計画に無理がなく、経費が適正であるか
⑹　自ら資金確保に努めているか
⑺　運営の公開性及び透明性に優れているか
⑻　過去に本助成を受けている団体であるとき、当初の計画どお
り活動に反映されたか。また自己評価は適正であったか（新規申
請を除く）
⑼　過去に本助成を受けた事業を申請する場合、当該事業につい
て自立を図り、公的な助成支援に過度に頼らなくても継続的・安
定的に事業を遂行できるよう努めているか（新規申請を除く）

⑴　区民のニーズを把握し、需要があるか。
⑵　多くの区民の社会貢献活動の啓発に役立つか
⑶　事業計画及びスケジュールが実現可能であるか
⑷　事業の継続性や発展性が期待できるか
⑸　資金計画に無理がなく、経費が適正であるか
⑹　NPO法人として着実な活動ができるよう自立経営を目指し
ているか
⑺　事業を遂行することにより、団体の能力向上が期待できる
か。

⑴　区民ニーズを的確に把握し、地域課題や社会的課題を捉えた事業であること
⑵　事業計画及びスケジュールが実現可能で、妥当なものであること
⑶　実行体制（人員体制や安全対策）が適切であること
⑷　多くの区民の社会貢献活動の啓発に役立つものであること
⑸　課題解決の手法が適切で、効果が期待できるものであること
⑹　団体の先駆性や専門性を活かした事業であること
⑺　事業の継続性や発展性が期待できること
⑻　資金計画や経費見積りが適切であること
⑼　自ら資金確保に努め、経営状況は健全であること
⑽　運営の公開性及び透明性に優れていること
⑾　過去に本助成を受けた事業を申請する場合、実施状況が適切であること、その効果が発揮された事業であること

評
価
基
準

・目的に合わせて基準の内容を追加・整理

実
績
報
告

⑴　実績報告書（規則第６号様式）
⑵　一般事業収支決算書（第４号様式）
⑶　一般事業自己評価表（第５号様式）
⑷　事業に要した費用の支払金額が確認できる領収書等の写し
⑸　賃金・給与の支払いに係る賃金台帳または給与台帳の写し

実
績
報
告

・今後の団体の事業運営における課題や目標を明確にするため、助成金の利用に
より有益だったことや課題について記載する欄を実績報告書類の項目に追加す
る。

助
成
事
業

の
公
開

助成事業として実施した事業については、規則第12条で定める事業実績報告書の他、前条各号の書類で必要と認めるものを公開
し、広く区民へ周知する。

助
成
事
業

の
公
開

・従来どおりとし変更なし

・公開プレゼン時に申請書を来場者に配布。
・助成金交付決定団体については、団体名、助成額、助成金交付申請書、事業実績報告書を区ホームページ等により公表
・助成の可否に関わらず、提出された書類等については原則情報公開の対象

一般事業助成　制度のメンテナンスの方向性（案）

新宿区NPO活動団体登録団体
　登録要件
　⑴　特定非営利活動法人であること
　⑵　主たる事務所が新宿区内にあること。かつ、特定非営利活動を行う活動拠点が新宿区内にあること
　⑶　事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が50％以上あること
　⑷　区民を対象としたと校庭非営利活動事業を行い、かつ、その事業計画があること

⑴　協働推進基金助成金交付申請書
⑵　確認書
⑶　見積書（必要に応じ）
⑷　前年度助成事業の事業実績報告書（前年度に本助成を受けた場合）
⑸　前事業年度の貸借対照表

H29の時は、4/3～4/11
おそらく、実施要領で定めてたと思われる。

⑴　　一次　書類
⑵　　二次　公開プレゼン

助成事業終了後2か月以内に事業実績報告書を提出
①　事業実績報告書
②　事業に要した費用の支払い金額が確認できる領収書等
③　従事者の勤務表

この他、交付申請書、確認書

（委員との利害関係の有無）

があり、計13種類の申請書類


